
　※終期については、緊急事態措置にかかる沖縄県実施方針を踏まえ、改めて通知し

　ます。

　上記期間において、保護者の就労状況、親族等の協力が得られないなど、やむを得

ない場合を除き、可能な限り家庭での保育をお願いします。

記

１．家庭保育協力要請期間について

　令和２年５月７日（木）から２週間程度

　各ご家庭では長期の協力要請によりご負担をおかけいたしますが、感染拡大の防止

と早期の収束に向け、対応へのご理解とご協力をお願いいたします。

教育長　新崎　直昌

（ 公 印 省 略 ）

保育施設利用の自粛及び園児の家庭保育協力要請期間の延長について

　令和２年４月15日付で要請しておりました保育施設利用の自粛及び園児の家庭保育

協力要請の期間を下記のとおり延長することとなりました。

令 和 2 年 5 月 1 日

保　護　者　各　位

渡嘉敷村教育委員会


